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１．事業の内容

（１）概要
県外から和歌山県内の補助対象地域への移住にあたり、居住するために必要と

なる空き家の片付け（家財整理・撤去・処分活動）に対する補助事業

（２）補助額
家財整理・撤去・処分活動経費の１０／１０を補助（上限８万円）

（３）対象地域
過疎地域に該当する市町村の区域であり、市町村職員等によるワンストップ移

住相談員を配置し、受入協議会を設置している地域。
詳細は、県ＨＰ「わかやまＬＩＦＥ」をご覧ください。

（４）対象者
・空き家の所有者等で、県外からの移住者と売買又は賃貸借契約を締結した者
・県外からの移住者で、空き家の所有者等と売買又は賃貸借契約を締結した者

〇移住とは
１０年以上定住する意思をもって、生活の拠点を県外から県内の市町村に

移し、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に定める転入手続きを行
い、住民票が当該市町村におかれている状態にあること。

〇移住者とは
【交付申請時に和歌山県内に住民票がない方】
ア 実績報告書の提出時に改修した空き家(A)に住民票を移す予定の者
【交付申請時に和歌山県内に住民票がある方】
イ 改修対象の空き家(A)に住民票を移してから１年以内の者
ウ 改修対象でない住宅(B)に住民票を移してから２年以内の者で、実

績報告時に改修した空き家(A)に住民票を移している者

〈表〉

わかやまLIFE

交付申請時 実績報告時

ア 県内に住民票がない 改修した空き家(A)に住民票を移動

イ 改修対象の空き家(A)に住民票がある 改修した空き家(A)に住民票がある

ウ 改修対象でない住宅(B)に住民票がある 改修した空き家(A)に住民票を移動
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１．事業の内容

（５）補助条件
以下のすべての要件を満たすものであること。
〇空き家

・わかやま住まいポータルサイトに登録されている居住用の空き家
・築２０年以上経過している
・土砂災害特別警戒区域に所在するものではない
・共同住宅や長屋などの集合住宅の一部のみを売買及び賃貸借するものではない

〇契約
・３親等内の親族にあるものとの売買又は賃貸借契約ではない
・法人又は不動産業若しくはこれに類する業を営む個人事業者と売買又は賃貸借

契約を締結する場合ではない
・空き家片付け事業の申請時において、対象空き家の売買又は賃貸借契約を締結

していない場合は、実績報告までに締結する
〇片付け活動（家財整理・撤去・処分活動）

・活動内容を委託する場合は、県内事業者に委託すること

（６）申請等書類の提出する時期
〇交付申請書類

片付け活動着手前に提出すること。
※補助金交付決定前に着手された片付け活動は補助対象外になります。
※申請にあたって、原則として空き家の売買又は賃貸借契約が必要になります。
※実績報告書の提出期限があるため交付申請する時期は市町村に相談して下さい。

〇実績報告書類
補助金の交付決定があった日の属する年度の２月末（同日が休日に当たる場合は、
同日直後の平日の日）までに提出すること。

〇請求書
県から額の確定通知書を受け取ったら早急に提出すること。

（７）申請回数
１物件あたり１回
（ただし、補助金を交付した年度の翌年度を１年目とし、１１年目の４月１日以降

に、所有者が別の移住者のために片付ける場合及び別の移住者が片付ける場合は
補助対象。）

わかやま住まいポータルサイト
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２．交付申請から補助金支払いまでの流れ

3

申請者 市町村 県（振興局） 

   

 

①空き家片付けの相談 

②売買・賃貸借契約締結 

（実績報告までに） 

④申請書提出 申請書を振興局へ進達 申請書受理 

交付決定を通知 

請求書を振興局へ進達 

③片付け活動見積書作成 

 片付け箇所撮影 

住まいポータルサイトから 

対象の空き家を決定 

補助金受領 

⑧額の確定通知書受領 

⑤交付決定通知書受領 

空き家片付けの相談受付 空き家片付けの相談受付 

併せて 

・既存住宅状況調査補助金申請兼実績報告 

 ※既存住宅状況調査とは、建物の基礎、外壁等の不具合の 

状況調査です。 

・改修補助金交付申請 

提出可能 

併せて 

改修補助金実績報告書 

提出可能 



３．補助対象となる片付け活動

【対象】家財整理・撤去・処分活動

（例）
・片付け代行業者への委託費
・片付けのための往来に必要な旅費
・４親等以上の親族、近隣住民等で作業に従事した方への謝金
・クリーンセンターでの処分費
・トラック等のレンタカー費
・ごみ袋購入費
・家電量販店に支払う家電リサイクル処分費

※実績報告時に支払ったことがわかる書類（領収書等）の添付が必要です。
※宛名のないレシートは不可です。
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４．補助要件チェックリスト

チェック 要件

空き家の所有者

□
片付け予定の空き家の所有者であって、移住者と空き家の売買又は賃貸借契約
を締結し、１０年以上住宅として活用する者である。

移住者

□
県外に住民票がある者であって、片付け予定の空き家の所有者と売買又は賃貸
借契約を実績報告時までに締結し、１０年以上和歌山県に定住する意思がある
者である。

□
県外から片付け予定の空き家に住民票を移して１年以内の者であって、片付け
予定の空き家の所有者と売買又は賃貸借契約を締結し、１０年以上和歌山県に
定住する意思がある者である。

□
県外から県内に住民票を移して２年以内の者であって、片付け予定の空き家の
所有者と売買又は賃貸借契約を実績報告時までに締結し、１０年以上和歌山県
に定住する意思がある者である。

〇補助対象者（下記のいずれかに該当する）

〇補助対象空き家

チェック 要件

□

空き家の所在地は、補助対象地域の要件を満たしている。
①過疎地域に該当する市町村の区域
②市町村職員等によるワンストップ移住相談員を配置
③受入協議会を設置

□ わかやま住まいポータルサイトに登録された空き家である。

□ 売買又は賃貸借契約締結前に既存住宅状況調査を受けた空き家である。

□ 築２０年以上経過している。

□ 土砂災害特別警戒区域に所在するものではない。

□ 共同住宅や長屋などの集合住宅の一部のみを売買又は賃貸借するものではない。

□

空き家は、これまでに空き家片付け補助金を利用して改修した物件ではない。
（ただし、補助金を交付した年度の翌年度を１年目とし、１１年目の４月１日
以降に、所有者が別の移住者のために片付ける場合及び別の移住者が片付ける
場合は補助対象）
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４．補助要件チェックリスト

〇契約

チェック 要件

□ ３親等内の親族にあるものとの売買又は賃貸借契約ではない。

□ 法人又は個人事業主と売買又は賃貸借契約を締結する場合ではない。

〇片付け活動

チェック 要件

□ 片付け活動を委託する場合、県内事業者に委託している。
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５．申請書類（記載例）及び添付書類

チェック 添付書類 記載例

□ 事業計画書及び収支予算書（別記第１号様式） p.8～

□ 居住予定者の住民票の写し又は居住証明書（別記第２号様式） ー

□ 見積書の写し p.11～

□ 現況等がわかる写真 p.13

□ 登記の全部事項証明書の写し（売買契約の場合のみ） ー

□ 対象空き家の築年数が分かるもの（賃貸借契約の場合のみ） ー

□ 同意書（賃貸借契約の場合）（別記第３号様式） ー

□ 補助金振込先の口座情報等が分かるもの（通帳の写し等） ー

□ ２部提出（※１部県、１部市町村用） ー

※空き家改修事業、空き家片付け事業を合わせて活用する場合、重複する書類の提出は不要です

【交付申請時】

事業計画書の主な片付け
内容の詳細と見積書、写
真を一致させて下さい。

【実績報告時】

チェック 添付書類 記載例

□ 事業実績報告書（別記第４号様式） p.15～

□
居住者の住民票の写し又は居住証明書（p.1(4)対象者に記載の移住者イ
に該当する場合は不要）（別記第２号様式）

ー

□ 片付け内容がわかる写真（家財整理、撤去、処分活動中及び後の写真） p.17

□
登記の全部事項証明書の写し（売買契約の場合のみ。ただし、交付申請
時に提出した登記の全部事項証明書の写しで所有権の移転が確認できる
場合は省略可）

ー

□ 売買又は賃貸借契約の写し ー

□ 領収書の写し（宛名のないレシートは不可） ーー

□ ２部提出（※１部県、１部市町村用） ーー

実績報告書の主片付け内
容の詳細と写真を一致さ
せて下さい。
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（記載例） 交付申請１
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様式第 1号  

移住推進空き家活用事業補助金交付申請書 
 

令和６年１０月１０日    

  和歌山県知事    様 
 

申請者 住所 東京都○○区○○○○〇                    

電話 ０３－○○○－○○○〇 

氏名 和歌山 花子 
 

 令和６年度において、移住推進空き家活用事業を実施したいので、補助金等 80,000      円

の交付について、和歌山県補助金等交付規則第 4条の規定により、関係書類を添えて、下記２につい

て誓約及び同意のうえ申請します。 

なお、この申請に当たり同規則第 5条の 2に規定する補助金等の交付の除外要件に該当することが

判明した場合又は同規則第 10条第 2項の規定に違反した場合には、同規則第 17条の規定に基づき補

助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消されても、何ら異議の申立てを行いません。 
 

記 

１ 申請事業種別及び事業計画等 

（１）対象事業（対象事業にチェックを入れること、どちらも合わせて申請することも可能） 
 
□ 空き家改修事業   /    ☑ 空き家片付け事業 

 
（２）事業対象住宅の確認について 

① 住宅所在地（番地まで記載） 〒○○○－○○○○ 和歌山県○○市△△□□ 

② 住宅を活用する期間  事業完了後１０年間 
 

チェック  

☑ わかやま住まいポータルサイトに登録された住宅で、対象地域に所在する 

☑ 築２０年経過している（建築した年度の翌年度を１年目とし、２０年目の４月１日以降） 

☑ 土砂災害特別警戒区域に所在しない 

☑ 共同住宅や長屋などの集合住宅の一部のみを売買及び賃貸借するものでない 
 
 （３）事業計画等 

 別記第１号様式のとおり。 
 
２ 誓約及び同意事項 

（１）移住推進空き家活用事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）に記載の交付の条件等の全

てに同意します。 

（２）暴力団の排除に関して、次の①及び②について誓約及び同意します。 

① 要綱第９の１に規定する要件に該当しないこと。 

② 知事が必要と認める場合、補助金交付申請書兼実績報告書に記載の個人情報を、和歌山県

が県警察本部へ照会すること。  

（３）要綱に基づく提出書類の記載事項に虚偽があった場合は、補助金を一括返還することに同意し

ます。 
 
３ 補助金振込先 

注）「振込先」の「口座名義人」は、申請者と同一であること。 

 

金融機関名 ○○銀行 支店名 ○○支店 

口座番号 123456 普通・当座 普通 

口座名義人（カナ） ワカヤマ ハナコ 



（記載例） 交付申請２

②主な片付け内容の詳細は見積書、写真と一致させてください。
補助対象となる片付け活動は４ページの「３．補助対象となる片付け活動」
を参照してください。

①改修と片付けを併せて申請することができます。

9

別記第１号様式（第７、第１０関係） 
 

事業計画書及び収支予算書（変更事業計画書及び変更収支予算書） 
  

１ 事業計画について 

空き家 

改修事業 

改修の主な内容 

 

 

 

事

業

者 

事業者名  

住所又は所在地  

電話番号  

空き家 

片付け事業 

片付けの主な内容 浴室、押入れ、収納室の家具、台所の電化製品の撤去 

事

業

者 

事業者名 紀州ワカヤマ工務店 

住所又は所在地 和歌山県○○市△△□□ 

電話番号 ０７３〇－○〇－○○○○ 
 

２ 補助事業の内訳（収支予算書） 

※他の類似する補助金等による収入がある場合には、その額を補助対象経費（消費税相当額を

含む。）から控除すること。 

（１）内訳 

空き家 

改修事業 

①補助対象経費 

（消費税含む） 
②＝①×1/2 

③交付申請額 

(上限 100万円、千円未満切捨) 

円 円 円 

空き家 

片付け事業 

④補助対象経費 

（消費税含む） 
⑤＝④×10/10 

⑥交付申請額 

(上限 8万円、千円未満切捨） 

83,050円 83,050円 80,000円 

（２）合計 

⑦補助対象経費（①＋④） 80,000 円         

 ⑧補助金額（③＋⑥） 80,000円         

⑨自己資金等（⑦－⑧） 3,050 円         
 

３ 添付書類 

（※１：空き家改修事業の場合のみ） 

☑ 居住予定者の住民票の写し又は居住証明書 

☑ 見積書の写し 

☑ 写真（現況等がわかる写真） 

※１□ 平面図（改修部位を明記したもの）の写し 

※１□ 売買又は賃貸借契約書の写し 

☑ 登記の全部事項証明書の写し（売買契約の場合のみ） 

☑ 対象空き家の築年数が分かるもの（賃貸借契約の場合のみ） 

（重要事項証明書、建築確認書類、登記事項証明書の写し等） 

※１□ 既存住宅状況調査報告書の写し（表紙及び結果の概要のみで可） 

☑ 同意書（移住者が申請者かつ賃借契約する場合に限り提出すること） 

  ☑ 補助金振込先の口座情報等が分かるもの（通帳の写し等） 

①

②



（記載例） 交付申請３

別記第３号様式（第７関係） 

 

同 意 書 

 

                            令和６年１０月１０日 

 

和歌山県知事  様 

             （所有者） 

  

住  所 

 〒６４〇－○○○○ 

 

 和歌山県○○市◇◇△△－□□ 

ふりがな キシュウ タロウ 

氏  名    紀州 太郎 

電  話  ０７３－○○○－△△△△ 

               

 

 私は、賃借人が申請する移住推進空き家活用事業により、私が所有する物件の改修・片付けを行う

ことに同意します。 

 

（賃借人） 

  

住  所 

 〒１３５－○○○○ 

 

 東京都○○区○○○○〇 

ふりがな  わかやま はなこ 

氏  名    和歌山 花子 

電  話  ０３－○○○－○○○〇 

                   

       

 

 

 

 

賃貸契約した場合に提出してください。
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様式に気を付ける添付書類 ①見積書（業者委託）

①交付申請者と一致させてください。

②事業計画書の主な片付け内容の詳細と見積内容、写真を一致させて
ください。
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令和　　年　　月　　日

〒６〇〇－○○○○

和歌山県○○市△△□□

株式会社ワカヤマ工務店

代表取締役　紀州　太郎

０７３〇－〇〇－○○○○

数量 単価 金額

一式 25,000 25,000

一式 25,000 25,000

一式 25,000 25,000

一式 25,000 25,000

100,000

10,000

110,000

④収納

御　見　積　書

和歌山　花子　様

税込合計金額　￥１１０，０００円

摘要

和歌山花子様邸

和歌山県○○市△△□□

不用品処分・片付け

①洋室

②押入れ

③キッチン

小　　　計

消　費　税

合　　　計

①

②
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令和　　年　　月　　日

〒１３５－○○○○

東京都○○区○○○○

和歌山　花子

０９０－○○○○－○○○○

数量 単価 金額

4人 12,000 48,000

500kg 3 1,500

一式 10,000 10,000

2冊 500 1,000

1台 15,000 15,000

75,500

7,550

83,050

御　見　積　書

不用品運搬用軽トラックレンタル費

和歌山県知事　様

摘要

片付け対象住宅：和歌山県○○市△△□□

③キッチン

④収納

消費税

税込合計金額　￥８３，０５０円

合　計

小　計

不用品処分・片付け

作業に従事した方への謝金（時給1,500円×8時間×4人）

○○市ごみ処理場への持ち込み処理費用（30円/10kg）

冷蔵庫リサイクル処分費

指定ゴミ袋（燃やすごみ用：大）購入費

①洋室

②押入れ

様式に気を付ける添付書類 ①見積書（個人）

①事業計画書の主な片付け内容の詳細と見積内容、写真を一致させて
ください。

②積算根拠を詳細に記載してください。

①

②



様式に気を付ける添付書類 ②現況がわかる写真

①見積書の何番に該当するか記載してください。

片付ける全ての箇所を添付してください。
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① ②

③ ④

①



（記載例）変更交付申請

次に該当する場合に提出してください。
（１）補助事業の内容の変更（軽微な変更を除く）をしようとする場合
（２）補助事業に要する経費の２０％を超える減額をしようとする場合
（３）補助事業を廃止する場合
※交付決定後の増額は認められません。

上記（１）（２）の場合は、変更後の事業計画書及び収支予算書（別記
第１号様式）、見積書、写真を添付してください。
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様式第３号様式（第１０関係） 

変更承認申請書 
 
 

令和６年１２月１日 
 

  和歌山県知事   様 

                                    申請者 
 

  

 住  所 

 〒１３５－○○○○ 

 

 東京都○○区○○○○〇 

 ふりがな わかやま はなこ 

 氏  名  和歌山 花子 

電  話 ０３－○○○－○○○○ 

 
 

  令和６年１１月１０日付けで交付決定を受けた移住推進空き家活用事業補助金について、下記

理由により補助事業の内容の変更をしたいので、移住推進空き家活用事業補助金交付要綱第９の

規定により届け出ます。 

 

記 

変更承認申請理由 
 

不用品処分量が想定よりも少なかったため、補助対象経費を下記のとおり変更する。詳細は別添

見積書参照。 

 

記 

 

当初補助対象経費 83,050円 

 

 ↓ 

 

変更後補助対象経費 58,000円 
 



（記載例）実績報告１

補助金の交付決定があった日の属する年度の２月末日（同日が休日に当
たる場合は、同日直後の平日の日）までに必ず提出してください。
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様式第 2号 

 

移住推進空き家活用事業補助金実績報告書 

 

 

令和７年１月１２日 

 

   和歌山県知事    様 

 

申請者 住所 和歌山県○○市△△□□               

電話 ０７３－○○－□□□□ 

   氏名 和歌山 花子 

 

 

 令和６年１１月１０日付け地振第５００号で交付決定のあった移住推進空き家活用事業につい

て、和歌山県補助金等交付規則第 13条の規定により、その実績を関係書類を添えて報告します。 

 

１ 申請事業種別及び事業実績等 

 

（１）対象事業（対象事業にチェックを入れること、どちらも合わせて報告することも可能） 
 
□ 空き家改修事業   /    ☑ 空き家片付け事業 

 
 
（２）事業対象住宅 

① 住宅所在地（番地まで記載） 和歌山県○○市△△□□ 

② 居住者氏名  和歌山 花子 

③ 居住開始した年月日  令和７年１月１１日 
 
 
 （３）事業実績等 

 別記第５号様式のとおり。 

 

２ 補助金振込先（申請時から変更があった場合のみ記載すること。） 

注）「振込先」の「口座名義人」は、申請者と同一であること。 

 

 

 

金融機関名 ○○信用金庫 支店名 △△支店 

口座番号 789-123 普通・当座 普通 

口座名義人（カナ） ワカヤマ ハナコ 



（記載例）実績報告２

②主な片付け内容の詳細は写真と一致させてください。

①改修と片付けを併せて実績報告することが可能です。
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別記第４号様式（第１１関係） 

 

事業実績報告書 

 

１ 事業実績について 

空き家 

改修事業 

改修の主な内容 

 

 

 

事

業

者 

事業者名  

住所又は所在地  

電話番号  

空き家 

片付け事業 

片付けの主な内容 
浴室、押入れ、収納室の家具、台所の電化製品の撤去 

 

事

業

者 

事業者名 紀州ワカヤマ工務店 

住所又は所在地 和歌山県○○市△△□□ 

電話番号 ０７３〇－○○－○○○○ 

 

２ 補助事業の内訳（収支決算書） 

※他の類似する補助金等による収入がある場合には、その額を補助対象経費（消費税相当額を

含む。）から控除すること。 

（１）内訳 

空き家 

改修事業 

①補助対象経費 

（消費税含む） 
②＝①×1/2 

③交付申請額 

(上限 100万円、千円未満切捨) 

円 円 円 

空き家 

片付け事業 

④補助対象経費 

（消費税含む） 
⑤＝④×10/10 

⑥交付申請額 

（上限 8万円、千円未満切捨） 

83,050円 83,050円 80,000円 

（２）合計 

⑦補助対象経費（①＋④） 80,000 円      

 ⑧補助金額（③＋⑥） 80,000 円      

⑨自己資金等（⑦－⑧） 3,050 円      

 

３ 添付書類 

（※１：空き家改修事業の場合のみ、※２：空き家片付け事業の場合のみ） 

☑ 居住者の住民票の写し又は居住証明書 

（第２の（２）イに該当する場合は不要） 

☑ 写真 

※１□ 平面図の写し 

☑ 登記の全部事項証明書の写し（売買契約の場合のみ） 

  ただし、申請時に提出した登記の全部事項証明書の写しで所有権の移転が確認 

  できる場合は省略可。 

※２☑ 売買又は賃貸借契約書の写し 

☑ 領収書の写し 

①

②



様式で気を付ける添付書類 ④片付け後の写真

片付けた全ての箇所を添付してください。
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① ②

③ ④

個人で片付ける場合は、謝金を支払う人数や作業状況等がわかるような
活動（ごみ袋やレンタカー等の利用状況を含む）を撮影してください。



（記載例）請求

県から額の確定通知書を受け取ったら早急に提出してください。

様式第４号 

 

移住推進空き家活用事業補助金交付請求書 

 

 

  金 80,000円也 

 

 

 令和７年２月９日付け地振第５００号で額の確定のあった移住推進空き家活用事業について、和

歌山県補助金等交付規則第 16条の規定により上記のとおり請求します。 

 

   令和７年２月１２日 

 

 

  和歌山県知事    様 

 

 

請求者  住 所 和歌山県○○市△△□□ 

電 話 ０７３－○○－□□□□         

氏 名 和歌山 花子 

                      

 

 

地振第５００号 

令和７年２月９日 

 

和歌山 花子 様 

 

和歌山県知事 〇 〇 〇 〇 

 

 

   令和６年度移住推進空き家活用事業空き家片付け補助金の額の確定について（通知） 

 

令和７年１月１２日付けで実績報告のあった標記について、和歌山県補助金等交付規則

第１４条の規定により、補助金の額を金８０，０００円に確定したので通知します。 

（例）額の確定通知書

18
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No 区分 質　　問 回　　答

1

対象物件 県空き家バンクに登録された物件以外は対象外か。 わかやま住まいポータルサイトに登録された物件が対象となります。

わかやま住まいポータルサイトには、県内の自治体が運営する空き家バンク物

件に加えて、住宅協力員（宅建業者）の民間物件も掲載されています。

2
対象者 空き家の売買・賃貸契約してから２年後に移住（住民票の移動を伴う

もの）する場合、補助対象となるか。

対象となります。

3

対象者 要綱第２（２）の「移住者」について、「ウ　移住後２年以内の者

で、実績報告時に対象空き家に住民票を移している者」とはどういう

場合があるか。

移住（住民票の移動を伴うもの）後「２年以内」の期間、市町村が運営する短

期滞在住宅や民間の賃貸住宅に住みながら、新たに居住する空き家を探してい

る方です。

また、「２年」とは、例えば令和６年４月１日が住民票移動日であれば令和６

年４月２日から令和８年４月１日までを「２年」として移動日当日は算入しま

せん。

4

対象者 要綱第２（２）の「移住者」について、「イ　移住後にあっては、第

６に規定する交付申請書等の提出時に対象空き家に住民票を移してか

ら１年以内の者」とはどういう場合があるか。

片付け予定の空き家に移住（住民票の移動を伴うもの）して「１年以内」の方

です。

また、「１年」とは、例えば令和６年４月１日が住民票移動日であれば、令和

６年４月２日から令和７年４月１日までを「１年」として移動日当日は算入し

ません。

5

対象者 県外移住者が補助金の対象地域外のA市に仮住まいを設け、２年以内に

対象地域であるB市へ移住する際、補助の対象となるか。

対象となります。

「移住後２年以内の者で実績報告時に対象空き家に移住している者」も補助の

対象となっています。

6

対象者 県外の方が補助金の申請後、補助事業終了前に対象空き家に移住（住

民票の移動を伴うもの）してもよいか。（こどもの保育園入園のため

に、住民票を急いで移す場合など）

片付け予定の空き家に住民票を移して「１年以内」の者も申請の対象となって

います。

7

対象者 県外から戻ってくる息子に賃貸借したい。補助金の対象となるか。 対象外です。

補助対象者は、「３親等内の親族にある者（中略）と売買又は賃貸借契約を締

結する者は除く。」としています。

8

対象者 自治会等の任意団体や会社等の法人所有の物件も適用対象となるか。 対象外です。

任意団体は不動産の所有（登記）はできません。

また、不動産の所有（登記）が可能な認可地縁団体（市町村の許可を受けた自

治会等）については要綱第５「補助対象」に定める「（中略）法人と売買又は

賃貸借契約を締結する者は除く。」の法人にあたるものとします。

9

対象事業 必要書類を市町村を通じて県に提出すれば、いつから着手できるか。 申請書を提出して、県からの交付決定を得てから着手してください。交付決定

前に着手した場合、補助対象となりません。申請書に不備がなくても、交付決

定まで県に書類到達後２週間程度かかります。

10

対象事業 県外からのIターン者を対象とした寮として集合住宅を片付ける。補助

金の対象となるか。

対象外です。

補助対象住宅は、「共同住宅や長屋などの集合住宅の一部のみを売買及び賃貸

借するものでないこと」としています。

11

対象事業 補助金を活用した物件から移住者が転出し、同物件に別の移住者が転

入する場合、再度、同一物件に補助金を活用することは可能か。

原則として不可。

ただし、補助金を交付した年度の翌年度を１年目とし、１１年目の４月１日以

降に、所有者が別の移住者のために片づける場合及び別の移住者が片づける場

合、補助金を活用することは可能です。

12

対象事業 所有者Aの所有する「物件イ」について、移住者Bに補助金を交付。翌

年度、Aの所有する「物件ロ」について移住者Cより補助金の活用申し

出があった。所有者Aの複数物件について補助金を活用することは可能

か。

可能です。

要綱別表１補助事業で規定しているのは１物件あたり可能な申請回数であり、

移住者が申請するに際し同一所有者であることで活用を妨げることはありませ

ん。

13

要綱解釈 １０年間の住宅活用要件があるが、１０年未満で利用を中止した

（引っ越し等を行った）場合は、補助金を返還しなければならないの

か。

原則として返還の対象となります。事前にご相談ください。
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No 区分 質　　問 回　　答

14

要綱解釈 移住は何を持って判断するか。 県外から県内への住民票の移動によって判断します。

「『移住』とは、１０年以上定住する意思をもって、生活の拠点を県外から県

内の市町村に移し、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に定める転入

手続を行い、住民票が当該市町村に置かれている状態にあることをいう。」と

規定しています。

15

要綱解釈 想定していたより費用がかかった。補助上限額未満のため、増額の変

更申請してもよいか。

補助額の増額の変更申請はできません。

交付申請書提出後の補助金額の増額変更は、認めらめません。

16

要綱解釈 申請書には挙げなかった申請時と別の内容を実施する必要が出てき

た。交付決定の範囲内であれば申請時と別の内容を行ってもいいか。

内容により補助対象外となりますので、事前にご相談ください。

以下に該当する場合には、あらかじめ知事の承認を受ける必要があります。

　ア　補助事業の内容の変更（軽微な変更を除く）をしようとする場合

　イ　補助事業に要する経費の２０％を超える減額をしようとする場合」

片付け内容を変更することにより、「補助目的から外れていないか」を確認す

るために、変更交付申請書で判断します。

17

添付書類 謝金見積書が出せない場合はどうしたらよいか。 見積書は作成して申請書に添付することが必要です。

謝金であれば、時給を定め、「時給×時間×人」で計算してください。

18

添付書類 写真はどのような写真を撮ればよいか。 申請前：片付けの対象となっている不要物等を撮影してください。

実績前：謝金を支払う人数や作業状況等がわかるよう活動を撮影、作業後には

対象空き家に不要物がなくなっていることがわかるように、申請時の撮影場所

と同様の場所で撮影してください。

19

対象 どのような活動が補助の対象になるのか。 家財整理、撤去及び処分活動です。詳しくは「３ 補助対象となる片付け活動」

を参考にしてください。

20

対象事業 片付け対象の家財道具はどこまで細かいものまで対象と考えられる

か。

対象空き家に残存する家財道具の整理・撤去・処分活動に伴う費用が対象であ

り、一例でいうと仏壇仏具、家電製品、タンス、衣類、食器や生活消耗品費等

です。また、家財道具の整理・撤去・処分活動に伴う簡易的な清掃費も含みま

す。

ただし、居住用の空き家内でない別棟の物置内の不要物、屋外に置いていた不

要物、DIYや改修に伴い出た不要物は補助対象外です。

21

対象事業 空き家に付随する小屋（納屋）の撤去費用は、対象となるのか。 対象外となります。空き家の家財（家具や家電製品などの生活用の動産）の撤

去を支援するものです。

22
対象事業 空き家所有者が片付けをする場合で、居住先の兵庫県から空き家のあ

る田辺市への自家用車での移動費は、どう計算すればよいのか。

高速代やガソリン等の実費を計算してください。

23

対象事業 片付けに必要となるゴミ袋の購入は対象となるか。

また、その際の領収書はレシートでも良いか。

対象となります。

ただし、レシートは誰が支払ったのかを確認できないため、領収書を添付して

ください。

24
要綱解釈 片付けを依頼する業者は、県内の業者でないと対象外か。 県内の業者のみ対象となります。

25

対象事業 片付けの対象となる家財道具等の写真は、一つ一つ撮影しなければい

けないのか

片付けの対象となる家財道具等が残存する部屋毎に撮影をしてください。片付

け後の実績報告の際は、対象の家財道具等が無くなったことがわかるよう、片

付け前と同じ部屋を撮影してください。


